
潮来市市制施行２５周年記念絵画・作文コンクール審査要項 

（目的） 

第 1条 この要綱は、市制施行 25周年記念事業の一環として実施する、「潮来市市制施行 25周年

記念絵画・作文コンクール（以下「本コンクール）という」」に関し、未来を担う子どもたちの

夢と創造性を表現する場の提供、及び本市の魅力や愛着、誇りを育むことを目的として、その

審査に関し必要事項を定めるものである。 

（審査会の設置） 

第２条 このコンクールの審査を公平かつ厳正に行うため、審査委員会を置く。 

（１）審査委員長：副市長 

（２）審査委員 ：教育長、市長公室兼総務部長、教育部長、議会事務局長 

（審査基準） 

第３条 審査委員会は、各部門において以下の観点を評価項目とし、総合的に審査を行う。 

（１）絵画の部 

ア テーマ性： 募集テーマや潮来市の魅力が、作品をとおして具体的に伝わるか。 

イ 表現性（技術）： 色彩、構図、筆致などにおいて、独自の表現技法が工夫されているか。 

ウ 独創性： 他にはない視点や、自由な発想で描かれているか。 

エ 完成度： 制作意図が明確で、細部まで丁寧に取り組まれているか。 

（２）作文の部 

ア テーマ性：募集テーマに対する理解が深く、自身の思いや体験が具体的に記述されて 

いるか。 

イ 構成力：起承転結などの文章校構成が論理的で、読み手にわかりやすいか。 

ウ 表現力（感性）：独自の言葉選びや情緒的な表現により、読み手の心を動かす力がある 

か。 

エ 正確性・整斉：表記や文法、原稿のルールが守られており、読みやすく丁寧か。 

（表彰の種類） 

第４条 審査結果に基づき下記各部門において以下の賞を授与する。 

 （１）表彰部門： 絵画の部（小学１年生～２年生、小学３年生～４年生、小学５年生～６年生 

中学生） 

          作文の部（小学４年生～６年生、中学生） 

（２）市 長 賞：  最も優れた作品に授与する。（作文の部における市長賞受賞者は式典にて作 

文の朗読を行う。） 

（３）議 長 賞： 特に優秀と認められる作品に授与する。 

（４）教育長賞： 教育的観点から、独創性や努力が顕著に見られる作品に授与する。 

（５）いたこ賞： 潮来市の風土・文化・魅力が最も伝わる作品に授与する。 

（審査方法及び決定） 

第５条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は当該会議の議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意

見を聞くことができる。 



３ 委員長に事故あるとき、又は委員長がかけた場合においては、委員長があらかじめ指定する

委員がその職務を行う。 

４ 第一次審査にいては、学校等から部門ごとに選考された作品を対象とする。 

５ 最終審査においては、審査基準に基づき採点表（様式第 1 号）を用いて各委員が採点し、合

議を経て各賞を決定する。ただし、該当する作品がない場合は「該当なし」とする。 

５ 受賞した作品は、式典会場にて展示を行う。 

（応募作品の制限） 

第６条 応募する作品は、応募者本人が創作した未発表のものに限るものとし、次のいずれかに

該当する作品は審査の対象外とする。 

（１）生成 AI（人工知能）によって作成された作品、又はその主要部分が生成 AIによって生成

されたと認められるもの。 

（２）他者の著作権、肖像権その他の権利を侵害するもの。 

（３）公序良俗に反するもの。 

（その他） 

第７条 応募書類に明記された個人情報は、本コンクールの審査、発表、表彰式に関わる連絡等

の目的以外には使用しない。 

（スケジュール） 

第８条 本コンクールの審査スケジュールは、次のとおりとする。 

  ７月～８月末：作品募集 

  ９月上旬  ：第一次審査（各学校から推薦） 

  ９月中旬  ：最終審査（審査委員会による選定） 

  ９月中旬  ：受賞者への通知（学校を通じて又は本人に直接） 

１０月中旬  ：記念式典で表彰（市長賞、議長賞、教育長賞、いたこ賞） 

（失効）           

第９条 この要項は、潮来市市制施行 25周年記念式典が実施された日をもって、その効力 

を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号（第５条関係） 

 

【絵画の部】採点表 

 

・作品番号：NO.        

・審査員名：                   

 

評価項目 評価の観点 配点   得点 

テーマ性 テーマや潮来の魅力が伝わるか ５  

表現性 色彩・構図・筆致（技術など） ５  

独創性 独自の視点や発想 ５  

完成度 制作意図・細部への丁寧さ ５  

合計点  ２０  

備考・講評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【作文の部】採点表 

 

・作品番号：NO.        

・審査員名：                   

 

評価項目 評価の観点 配点   得点 

テーマ性 
テーマに対しての理解が具体的

に表現されているか 
５  

構成力 論理的で読みやすい組み立てか ５  

表現性 読み手の心を動かす力 ５  

正確性・整斉 文法や表記の丁寧さ ５  

合計点  ２０  

備考・講評 

 

 

 

 

 


